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１ 仕様書概要 

本仕様書は、沖縄県立北部病院における、エマージェンシー・ストレッチャー一式の調達に関する内

容および履行方法等の細則について定めることを目的とする。受託者は、本業務を実施するにあたっ

ては法令等に定められたことのほか、本仕様書に定める事項を遵守しなければならないものとする。 

 

２ 調達物品名および数量 

  エマージェンシー・ストレッチャー  3 台 

   

（構成内訳及び数量） 

品 名 数量 

エマージェンシー・ストレッチャー 一式   3 台 

 1 本体   3 式 

2 IV ポール   3 式 

3 フットボード    3 式 

 

３ 納  期 令和 6 年 3月 31 日 

 

４ 設置場所 沖縄県立北部病院 

       ※担当者の指示する場所 

 

５ サ イ ズ W760mm×D2,110mm×H840mm～1,170mm 程度 

 

６ 性能、機能及び技術的要求要件 

1-1 サイズ：W760mm×D2,110mm×H840mm～1,170mm 程度 

1-2 手動操作にて下記のポジションができること。 

1-3 背ボトムの角度 0～90 度程度で調節可能であること。 

1-4 膝ボトムの角度 0～30 度程度で調節可能であること。 

1-5 足ボトムの角度が 2段階調整可能であること。 

1-6 ボトムの高さが 52 ㎝から 82 ㎝程度であること。 

1-7 トレンデレンブルグ体位の角度が＋18～⁻18 度程度で調節可能であること。 

1-8 水準器及び角度計が装備されていること。 

1-9 サイドレールを倒して橋渡し状にできること。 

1-10 C アーム撮影装置が使用可能であること。 

1-11 回転式トランスファーボードであること。 

1-12 直径 20 センチ程度のキャスターを備えており、トータルロック仕様であること。 

1-13 キャスター操作ステップにより、4輪同時固定(首振り・回転)、4輪自在、直進（センターホ

イール）の切り替えがおこなえること。 

1-14 センターホイールシステムであること。 



1-15 2 の IV ポール及び 3のフットボード等のオプションを取り付け可能な仕様であること。 

1-16 ハルンバックフックが 4個以上附属していること。 

1-17 酸素ボンベホルダー（アダプター付）が付属していること。 

1-18 マットレス内部に液体の浸透を防ぎ、また耐薬品性に優れていること。 

1-19 患者固定ベルトを有していること。 

 

2—1  材質：スチール 

2-2  ポール外径：φ18mm 程度 

2—3  長さ：1042～1787mm 程度 

2-4  荷姿サイズ：80×80×1200mm 1.6 ㎏程度 

2-5  1 のストレッチャーへ装着可能であり、問題なく使用できること。 

 

3-1  折り畳み可能であること 

3-2  記録台及び機器をのせる台として使用できること。 

3-3  1 のストレッチャーへ装着可能であり、問題なく使用できること。 

 

（性能、機能以外の要件）  

3  搬入・設置条件及び調整等に関すること 

3-1 物品は、新品出あること。また、保証期間は納入後１年とする。この期間内において不可抗力、

又は取り扱い不注意による以外で故障が生じた場合は、納入業者において無償修理その他の保

証を行うものとする。 

3-2 機器の搬入・据付及び調整については、本院の職員と協議のうえ、その指示に従うこと。また

搬入、据付、調整等の際には近隣性を考慮に入れてほこり等には充分注意をすること。 

3-3 本調達物品の設置に関し、機器の搬入、据付、配線、調整等は本調達に含むものとする。その

際、当院の診療業務に支障をきたさないよう、当院担当者と協議の上行うこと。 

 

4  サービス体制・保守体制に関すること 

4-1 納品後１年間は無償で定期的に点検、調整を実施すること。 

4-2 障害時における復旧のため通報を受けてから時間以内に現場で対応できる体制であること。 

  

5 その他 

5-1 調達機器は調達時点で製品化されていること。 

5-2 操作マニュアル等は、日本語版で１部を提供すること。取扱いの説明に関する教育期間は本院

と協議のうえ（日時、場所）実施すること。 

5-3 本仕様書に記載されていない事項について疑義のある場合は当院と協議し、その指示に従うこ

と。 


